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第２２回から第２３回までの再生会議結果 
 平成２０年６月１３日（金） 
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【平成１９年１１月２７日（火）午後６時～午後９時１０分】 

１ 第２０回から第２１回までの再生会議の結果について 

第２０回から第２１回までの再生会議結果について、資料１に基づき、

大西会長から概要を報告した。 

 

２ 三番瀬評価委員会の検討結果について 

資料２により細川座長から説明があった。その後、質疑応答及び意見

交換が行われた。主な意見等は次のとおり。 

・資料２の中の三番瀬自然環境調査事業「イ 今後実施することが必要な
事項」については、市川海岸塩浜地区護岸検討委員会及び三番瀬再生

実現化試験計画等検討委員会のモニタリングの実施や、県が行ったモ

ニタリング結果のデータの活用などもわかりやすく明記していただい

た方がよい。 
また、できる限り、蓄積したデータや三番瀬の自然環境の概要を、毎

年とりまとめて公表していただきたい。 
・三番瀬自然環境調査事業について、「カキ礁」に「アナジャコ」も加え

て取り扱っていただきたい。 
・長年のデータの解析・分析は必要なことなので、そういう意味では、

県で直属の専門家を配置することには大賛成である。 
・国土交通省で行った平成１４年の（大規模な）調査と同様に、今回の

台風９号における可動堰の開放放水の後の調査を是非ともお願いした

い。 
・三番瀬評価委員会での報告については、内容も網羅されており、うま

くまとめていただいているのでこれで結構だと思う。  
・１９年度市川市塩浜護岸改修事業に対する影響の評価検討については、

最新の秋・冬期のモニタリング結果も参照の上で、年度末以降に行う

ということなので、大変結構なことだと思う。 
 ・例えば気象的な問題など、もう少し長期的な変動、短期的な変動をモ

ニタリングの中で組み合わせて調査していくことが必要ではないか。

【以下、細川座長の回答】 
・自然環境調査小委員会における正確な議論であったのであれば、「アナ

ジャコ」も書き加えることとしたい。 

・三番瀬自然環境調査事業について、市川海岸塩浜地区護岸検討委員会

など個別の委員会や国・県で蓄積されたデータ等を活用していくよう、

資料中の表現に気持ちを込めて記載しているつもりだが、御指摘のと

資料１ 
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おり具体的に表現した方がはっきりと伝わると思うのでそのように対

応したい。 

また、今回の議論で、県専門職員の配置に絞っていこうとしていたと

ころだが、データベースを毎年公表していく旨加えていく方向で検討

したい。 

 ・長期的な変動、短期的な変動をモニタリングの中で組み合わせて調査

していくということはもっともなことであり、資料２の中の「水環境

モニタリング」では、水温、塩分など短期的な変動を連続観測してい

くよう提言し、２０年度計画では予算化されているところである。 

 
◎会長まとめ（議題２） 
・三番瀬評価委員会からいただいた報告書について、再生会議として意

見が一致したところは意見書として知事に提出して、適切な対処をお

願いしていくこととしたい。 
・定常的な調査である「三番瀬自然環境調査事業」と、もう一つ護岸改

修事業に伴う環境変化の調査である「市川市塩浜護岸改修事業」の二

つの報告があったが、護岸改修については、資料２の中で「･････事業

の三番瀬全体への著しい環境影響は今のところ認められない。･････」

との結論が出ているので、再生会議として、引き続き事業を進めると

いうふうにしたい。 
・今の意見を基とし、今後の必要な修正・取りまとめについては三番瀬

評価委員会の細川座長と吉田副会長と私（会長）に一任いただきたい。

（委員から「結構です」の返答） 

 

３ 平成２０年度千葉県三番瀬再生実施計画（案）について 

資料３－４により実施計画（案)の作成の経緯等について、資料３－１

～３により委員からの意見等に対する県の考え方を説明した。その後、

質疑応答及び意見交換が行われた。主な意見等は次のとおり。 

・会議の開催回数について、三番瀬環境学習施設等検討委員会は１９年

度１回も開催していない状況もあるので、回数はきちっと書いていた

だきたい。 
・「三番瀬再生実現化試験計画等検討委員会」において、淡水導入、湿地

再生、土砂供給、干出域形成を議論する以上、これだけの多くのこと

を年間４回以下の会議で済ませてしまうのは問題である。 
・「三番瀬再生実現化試験計画等検討委員会」は、知事の下・県の下で、

公開で具体的な事業の検討を行っているので、位置付けについてのブ

レはない。 
また、三番瀬再生会議が親会議であるとの関係の中で、議論が曖昧に
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なったということはないと認識している。 
・個別の検討委員会で検討している事業も再生会議に報告し、議論をし

ながら進めていった方がよい。 
・個別の検討委員会の検討事項については、結果だけでなく、途中経過

も詳細に再生会議に報告する旨、再生会議としての意見とする（意見

書に入れる）対応の仕方もあるのではないか。 
・アサリ養貝場の現況調査について、昭和５８年当時８．１ｈａあった

規模が、現在では相当の砂が付いて拡大してきていることから、漁業

者の協力を得ながら調査をしてみてはどうか。 
・アサリ養貝場の現況調査は、費用対効果の面から実施しないとのこと

だが、三番瀬再生実現化試験計画等検討委員会では、漁業者の皆さん

からヒアリングをするなど、お金をかけなくても状況を把握すること

などは必要ではないかという議論をしたと思う。 
・目標生物調査事業については、評価委員会の中で「目標生物種などを

共有した上で評価委員会に諮るようにして欲しい」旨の意見があった

ので、「目標を共有していく」あるいは「三番瀬再生会議と県民参加の

下、公開で」というようなキーワードを特出しで記述していただきた

い。 
・三番瀬再生会議がラムサール条約に関われていないと思う。例えば、

再生会議の中に連絡小委員会のようなものを設け、再生会議の委員か

ら検討経緯などをオープンにしていくことなどできないものか。 
・ 三番瀬周辺の県の管理する河川再生の検討について、三番瀬の再生に
重要なもので市が管理するものもあることから、県等の管理する河川

という表現にして、“等”を入れていただきたい。 
・ 江戸川左岸流域下水道について、下水道の整備の促進に取り組んでお
り、接続率も高いとのことだが、認識が甘いのではないかと思う。猫

実川を見ればどれだけのものが流れてくるかよくわかると思うので、

未接続箇所の解消ときちっと書き込んでいただきたい。 
・三番瀬という広域的なものに対しては、県が、関係市とまちづくりに

ついて議論しながら、リーダーシップを取っていくことを考えていた

だきたい。 
・「千葉県行徳内陸性湿地再整備検討協議会」での検討内容についてだが、

行徳湿地を三番瀬の後背の湿地としてどのように連続性を保っていく

のか、汽水域の再生・拡大をどのようにして進めていくのか、という

観点ではなく、行徳湿地内の水質の改善等を主眼として進められてい

る。新しく目的と体制を考え直したらどうか。 
・資料３－１「平成２０年度三番瀬再生実施計画（案）と事業の進捗状

況について」中の第４節の３－２産業排水対策について、立入検査を



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
第 
22 
回 
会 
議 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行った事業場に対する違反率が８．８％ありながらも、「概ね排水基準

を遵守しています」と記述されているが、これはまずい数字だと認識

していただいた方がいい。 
・資料３－１中、第１０節の１「三番瀬の再生・保全・利用のための条

例の制定について」は、目に見える成果をお願いしてきている。何が

ネックで、どのような検討状況になっているのかを具体的に報告願い

たい。 
・ラムサール条約について、どのような懸念があって、どのように解決

されようとしているのか、具体的な内容を教えていただきたい。 
 

◎会長まとめ（議題３） 
・資料３－３について、委員からの意見に基づき、平成２０年度千葉県

三番瀬再生実施計画（案）の修正が可能としている事項については、

意見書として提出する。 
・なお、修正の際には、基本計画・事業計画に書き込まれていることは、

毎年の実施計画には重複して記載しないこととする。 
・会議の開催回数については、「必要に応じて」と書くと減ってしまうの

ではないかということだが、逆に、必要もないのに開くということに

もならないので、「必要に応じて」の記載は善意に解釈して、必要な回

数が減ることのないように再生会議として随時チェックしていくこと

としたい。 
・個別の検討委員会と再生会議との関係については、公開性、県民参加

の保証のもと、個別の事業を掘り下げて専門的に検討してもらい、重

要事項を三番瀬再生会議に報告して議論するということで、再生会議

と意思の疎通を図り、情報交換をしながらお互いに充実させて進めて

いくこととしたい。 
「千葉県行徳内陸性湿地再整備検討協議会」についても、個別の検討

委員会に準ずるということで、連携を保って進めていきたいと思う。

・三番瀬評価委員会から、目標生物については再生会議で決めてほしい

旨要望があったが、後で細川座長と相談してから意見書に取り込んで

いきたい。 
・それ以外のことについては、大きな修正に関わる意見ではないことか

ら、本日議論した資料３－３「平成２０年度三番瀬再生実施計画（案）

に対する委員からの意見等」中の「１ 実施計画（案）本文の修正に関
する意見」（１２ページ）までは、私と吉田副会長の預かりとし、意見

書の作成もお任せいただきたい。 
（委員から「異議なし」の返答）   
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・資料３－３の１３ページ以降「２ 再生事業の実施に当たって留意すべ
き意見、県に対する要望など」の中でも、実施計画（案）の修正意見

としてまとめるべきだとの委員からの意見が若干見られることから、

なお引き続き議論が必要であると判断し、臨時（追加）で三番瀬再生

会議（１２月２７日（木）１８時から、浦安市民プラザＷａｖｅ１０

１）を開催することとする。 
・三番瀬の条例案については、県議会で通るかどうかが一つの問題であ

り、政治的判断ということになると思うが、場合によってはそれを求

めていくことも必要だと 認識している。ラムサール条約については、

漁業者が従前から必ずしも賛成していない状況もあることから、今後

どのように対応していくかにかかっていると思う。 
・再生会議と個別の検討委員会との関係については、個別の検討委員会

で専門的に深く議論していくことを重視しつつ、再生会議で個別の事

業が三番瀬全体の再生に向かっているのかをチェックしていく役割を

持っていきたい。 
・国や関係市の事業については、三番瀬再生会議は県が設置した組織で

ある以上、国や関係市に対してワンクッションはあることなので、国

や関係市の活動と三番瀬の再生が全体としてうまく進んでいくような

輪をこれから工夫してつくっていきたい。 
・三番瀬の再生については、県民の盛り上がりが必要である。そのため

には、来年１月に開催する三番瀬再生国際フォーラムも役立つと思う。

今後、様々な主体がそれぞれの角度から取り組み、一緒に進んでいく

県民運動のような流れをつくっていくことが非常に重要であると思う

ので、再生会議としても力を入れて皆さんと議論 しながら進めてい

きたい。 

 

４ その他 

・倉阪委員が三番瀬評価委員会委員を辞任すること及び後任委員を細川

座長と相談しながら検討していく旨事務局から報告があった。 
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【平成１９年１２月２７日（火）午後６時～午後９時】 

１ 第２１回から第２２回までの再生会議の結果について 

第２１回から第２２回までの再生会議結果について、資料１に基づき、

大西会長から概要が報告された。 
 
２ 平成２０年度千葉県三番瀬再生実施計画（案）について 

資料３－１～６により意見交換が行われた。主な意見等は次のとおり。

・三番瀬からのメッセージという趣旨の囲み記事を、有力一般紙に掲載

することは予算がかかって大変だが、自ら積極的に三番瀬に行かない

人達に、何らかの手段で三番瀬に関する情報を伝えられないか。市町

村広報を見る人も多いので、市に申し込んで具体的に進めて欲しい。

・記者クラブを通じた記事の投げ込みなど１年でどのくらい取り上げら

れたのか。 
・【県の回答】最近の例では、知事会見等で三番瀬再生国際フォーラムの

ＰＲをしたり、三番瀬再生会議についても開催ごとに記者投げ込みや

県民だより等でＰＲしている。今後はさらに広く一般の方々の目に触

れるように、市の広報への掲載など綿密にやっていきたい。 
・最近、県民の方と直接対話するような場をほとんどつくっていないの

ではないかと思う。以前は普段働いている世代にも伝わるように休日

に場を設けて、各市に出かけて行って説明するチャンスを作っていた。

県民に直接聞くことでいいアイデアが生まれたり、口コミが広がって

いったりするので、今後は、事業計画などできたときに４市へ行って、

県民への説明会を開いていただきたい。 
・三番瀬の再生については、県で進めている生物多様性の計画の流れと

リンクさせて検討していただきたい。また、県の関係部局でも日常の

広報の中で三番瀬を扱っていただきたい。 
・猫実川河口域における生物多様性の実態が把握されていないのに、砂

の投入などの支援を進めていくのは問題だと思う。評価委員会の事前

了解を得て進めるという手順を踏んでいただきたい。 
・船橋市は、工事が具体化している他市と比較して市民の関心が濃いと

はいえない。三番瀬の再生状況や、千産千消、地球温暖化による三番

瀬の変化などの視点も含め、市町村広報の積極的な利用を希望する。

・やはり新聞に書いてもらえるようなことをやらないとだめだと思う。

三番瀬パスポートやキッズ事業など楽しいソフト面の事業が実現に移

される気配がない。一般の人の関心が三番瀬に向いてくるよう検討し

ていただきたい。 
・【県の回答】県政１０大ニュースで三番瀬事業計画の策定が７位だった。

折に触れて情報発信をしていることへの評価だと思うが、これからソ
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フト事業を充実していきたいと考えている。 
・三番瀬再生実現化試験計画等検討委員会等での議論について、先に結

果を報告すると出戻りが多くなるので、プロセスから県民とヒアリン

グをするなど共有していく仕組みを考えていただきたい。お互いコミ

ュニケーションが取れてくれば、方向性がはっきりすると思う。 
・【県の回答】三番瀬再生実現化試験計画等検討委員会について、昨年度

は庁内で検討した。今年度は、個別の検討委員会ということで、当該

委員会を設置し、再生会議委員に検討いただく場ができたものと考え

ている。なお、三番瀬再生実現化試験計画等検討委員会ですべてを決

定するということではなくて、検討した事項を再生会議に提案し、フ

ィードバックしていくような方法で進めていることを御理解いただき

たい。 

・ラムサール条約に関して、県議会の理解が得られない根本的な理由は

何か。 
・ラムサール条約を推進することによって三番瀬への認識が広まってく

る。再生会議として条約への登録を「求めていく」決議をするぐらい

の方向性が大事だと思う。 
・条例づくりやラムサール条約への登録の必要性を切に感じている。船

橋漁協としてもラムサールに登録した漁師の実際の話を聞くことなど

を早急にする必要があると感じている。 
・なぜ三番瀬を保全していかなければならないのかを、地球温暖化問題

や食糧問題などと併せて骨太に前面に出していかないと、一般の人は

関心を持たないのではないかと感じている。 
・市川市の漁協も、漁場環境の改善が進むのであれば、ラムサールへの

理解が得られるはず。同意が得られないのは漁場の改善が進まないか

らだと認識している。 
・ラムサール条約の効果は大きい。もしかしたら、環境学習施設の国の

補助金も得られるかもしれないし、一般の人へのアピールもかなり違

ってくる。 
・【県の回答】漁業者が反対しているから進まないということではなくて、

船橋以外の漁協では漁業補償問題の調停が始まったばかりであるとい

うこと、三番瀬漁場再生の問題も検討中ということで、もう少し先が

見えてくる状況にならないと真剣に検討できない、もう少し時間が欲

しいというニュアンスと聞いている。鳥が増えることによる海苔や魚

への悪影響の懸念も聞いている。 
また、ラムサール条約は地域の幅広い方々の総意の下で登録される必

要があることから、日常的に関わりの強い漁業者から先に意見を伺う

機会を設けているものである。 
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・三番瀬がなくなれば、漁業は消滅し、鳥もいなくなる。ラムサールは

今の状況からすると緊急のことと認識している。船橋の漁場だけでも

ラムサール登録ができればいつでもやりたいと考えている。 
・今まで一つ一つのところを手堅く押えていくというところが欠けてい

たので、懸案をきちんとクリアしたり、昼間に現場を見に行ってみる

等お互いにやり方を変えて、ダイナミックに着実に進めていく必要が

ある。「一緒に作っていく」という仕組みを検討してもらえれば、委員

ももっといろいろできるし、やりがいもあると思う。 
・再生会議は、事務局対委員という図式ではなく、同じベースに立って、

同じような理解をしていかなければ、お互いに知恵を出し合うことは

できない。ラムサールについては、具体的に何が問題で今後どうする

のか、事務局として整理していただきたい。 
・予算がついていないソフト事業が進まないという問題点があるので、

企画調整課で事業ごとに担当を決めて着実に進めていっていただきた

い。 
・今年度、環境学習施設等検討委員会が開かれてなく、どのようにして

いくのかが課題だと思うが県としていかがか。 
・【県の回答】環境学習基本方針の策定がずれ込んでしまったため、年明

け以降に吉田委員長と相談して開催時期を決めていきたい。 
 

◎会長まとめ（議題２） 
・広報について、県民に関心を持ってもらい、支持をしてもらうという

流れをうまい方法でつくっていくことは大事だと思う。今は、事業も

仕込み時期であることから活動が地味にならざるを得ないが、それぞ

れの時期での有効な広報、情報発信の仕方を検討していただきたい。

何人集まったとか何行記事に載ったとかそういう尺度から有効な方法

を開発していくこともいいのではないかと思う。また、今回、いろい

ろ意見が出たのでそうしたことを強化していくことになる。 
・三番瀬再生実現化試験計画等検討委員会については、県で案を固めて

から議論が始まると、根本的な議論にならないので議論のあり方を工

夫していただきたい。まちづくりの進め方については、県と市が合意

して再生会議と対峙するという構図になってはまずいと思うので、そ

うならないようにフランクに意見交換できるようにして欲しい。 
・円卓案については市民の意向を十分反映したのかどうか反省すべき点

もあるので、我々としてもそこを注意しながら議論していく必要があ

る。 

・平成２０年度千葉県三番瀬再生実施計画(案)への意見書については、

留意すべき事項に、広報の充実、情報発信の充実という趣旨を加える。
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また、「県が広域的な観点から調整を図るべき事業については、地元市

や国との連携、あるいは県民や関係者との連携をさらに密にし」と補

足する。ラムサールと条例については、昨年の意見書と同じ表現を再

掲する。他、詳細の文案はお任せいただくこととしたい。 

 
３ 報告事項について 

・台風９号による江戸川放水路からの出水について、国土交通省から出

水の概要説明があった。 
・三番瀬再生実現化推進事業及び市川市塩浜護岸改修事業の進捗状況に

ついて、浦安市日の出地区の状況等について、それぞれ事務局から説

明があった。 
 

４ その他 

・浦安市の都市計画に関して、市民、県民、行政、関係機関が協働で知

恵を出し合って、三番瀬を活かしたまちづくりを協議する場を早急に

設置していただきたい。 

 

◎会長まとめ（その他） 

・次年度の再生会議の進め方については、再生会議の中に個別のテーマ

ごとに検討グループをつくって、実質的に議論が進化していく方法を

考えていきたい。事務局と詰めて、すべて一斉にスタートさせるとい

うわけにはいかないかもしれないが、必要度の高いものからそうした

仕組みをつくっていきたい。 

 


